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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗浄消毒物を洗浄消毒する装置本体を具備する洗浄消毒装置であって、
　前記被洗浄消毒物の種類毎に設けられた、前記被洗浄消毒物が収容されるトレーと、
　前記トレーに設けられた識別タグと、
　前記装置本体に設けられた、前記被洗浄消毒物が収容された前記トレーと、前記被洗浄
消毒物とのいずれかが収容される洗浄消毒槽と、
　前記装置本体に設けられた、前記洗浄消毒槽に収容された前記トレーに設けられた前記
識別タグから前記被洗浄消毒物の識別情報を読み取る識別情報読み取り部と、
　前記装置本体に設けられた、前記識別情報読み取り部が読み取った前記被洗浄消毒物の
識別情報に応じて、前記被洗浄消毒物毎に、洗浄消毒工程のプログラムを切り換えて前記
洗浄消毒工程を実行する制御部と、
　を具備し、
　前記識別タグは、さらに、前記被洗浄消毒物に設けられているとともに、前記識別情報
読み取り部は、前記被洗浄消毒物に設けられた前記識別タグを読み取る機能を有しており
、
　前記制御部は、前記洗浄消毒槽に前記被洗浄消毒物のみが収容され、前記識別情報読み
取り部が、前記被洗浄消毒物から前記被洗浄消毒物の前記識別情報を読み取った際、前記
切り換え工程において、前記プログラムが手動設定できるよう、前記プログラムを切り換
えることを特徴とする洗浄消毒装置。
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【請求項２】
　前記制御部は、前記プログラムの切り換えにおいて、超音波洗浄の実施有無または超音
波洗浄時間の設定と、前記被洗浄消毒物が具備する管路内の洗浄の実施有無または前記管
路内への流体の供給量の設定と、消毒時間の設定と、濯ぎ時間の設定とを行うことを特徴
とする請求項１に記載の洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記被洗浄消毒物が内視鏡か、該内視鏡以外の物かにより、前記プログ
ラムを切り換えて前記洗浄消毒工程を実行することを特徴とする請求項１または２に記載
の洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被洗浄消毒物を洗浄消毒する装置本体を具備する洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内の臓器
を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置
具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　医療分野の内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体腔内に挿入されて使用されるも
のであるため、使用後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内
視鏡を洗浄消毒する方法としては、例えば、内視鏡洗浄消毒装置（以下、単に洗浄消毒装
置と称す）を用いて行う方法が周知である。
【０００４】
　洗浄消毒装置を用いれば、内視鏡は、洗浄消毒装置の洗浄消毒槽内にセットされるのみ
で、内視鏡に対して、自動的に、洗浄、消毒、濯ぎ及び水切り等（以下、洗浄消毒工程と
称す）を行うことができる。この際、内視鏡は、該内視鏡の外表面のみならず、内視鏡が
内部に有する既知の送気送水管路、処置具挿通管路等の内視鏡管路内も洗浄消毒される。
このように、内視鏡が有する内視鏡管路及び外表面を洗浄消毒することができる洗浄消毒
装置は、特許文献１に開示されている。
【０００５】
　また、洗浄消毒装置を用いて、被洗浄消毒物、例えば内視鏡を洗浄消毒する際、内視鏡
を専用のトレーに収容した後、トレーを洗浄消毒槽に収容することにより、内視鏡を洗浄
消毒槽に収容する手法が周知である。
【０００６】
　即ち、内視鏡を、洗浄消毒槽内において、トレーに収容したままでトレーとともに洗浄
消毒する手法が周知である。このようにトレーを用いれば、作業者は、トレーを把持する
のみで、洗浄消毒工程の前後において、洗浄消毒槽に対する細長な内視鏡の搬入性及び搬
出性が向上する。
【特許文献１】特開平１０－１１８０２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示された洗浄消毒装置においては、内視鏡のみを洗浄消
毒するものであることから、内視鏡以外の物、例えば内視鏡管路内を洗浄する際に用いる
洗浄ブラシや、被検者の口から内視鏡の挿入部を挿入する際用いる既知のマウスピースや
、内視鏡の挿入部の剛性を向上させるために用いる既知のスライディングチューブ等を洗
浄消毒することができないといった問題があった。
【０００８】
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　ここで、上述した内視鏡以外の物を、洗浄消毒槽に収容して洗浄消毒工程を行えば、洗
浄消毒装置を用いて内視鏡以外の物も洗浄消毒することはできるが、この場合、洗浄消毒
装置における内視鏡洗浄消毒用の洗浄消毒プログラムが起動してしまうことから、必ずし
も適切な洗浄消毒条件で、内視鏡以外の被洗浄消毒物を洗浄消毒することができない。
【０００９】
　さらに、内視鏡を洗浄消毒する場合であっても、内視鏡は、用途別に挿入部の径が異な
ることから、即ち、内視鏡の種類毎に内視鏡管路の径が異なっていることから、同一のプ
ログラムで内視鏡管路径の異なる複数の内視鏡を洗浄消毒した場合、内視鏡管路径によっ
ては、必ずしも最適な洗浄消毒条件で洗浄消毒することができないといった問題があった
。
【００１０】
　よって、１つの洗浄消毒装置において、内視鏡も含めた被洗浄消毒物毎に、被洗浄消毒
物に適した洗浄消毒プログラムが実行できる構成が望まれていた。
【００１１】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、被洗浄消毒物毎に、被洗浄
消毒物に適した洗浄消毒プログラムを実行することができる構成を具備する洗浄消毒装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、被洗浄消毒物を
洗浄消毒する装置本体を具備する洗浄消毒装置であって、前記被洗浄消毒物の種類毎に設
けられた、前記被洗浄消毒物が収容されるトレーと、前記トレーに設けられた識別タグと
、前記装置本体に設けられた、前記被洗浄消毒物が収容された前記トレーと、前記被洗浄
消毒物とのいずれかが収容される洗浄消毒槽と、前記装置本体に設けられた、前記洗浄消
毒槽に収容された前記トレーに設けられた前記識別タグから前記被洗浄消毒物の識別情報
を読み取る識別情報読み取り部と、前記装置本体に設けられた、前記識別情報読み取り部
が読み取った前記被洗浄消毒物の識別情報に応じて、前記被洗浄消毒物毎に、洗浄消毒工
程のプログラムを切り換えて前記洗浄消毒工程を実行する制御部と、を具備し、前記識別
タグは、さらに、前記被洗浄消毒物に設けられているとともに、前記識別情報読み取り部
は、前記被洗浄消毒物に設けられた前記識別タグを読み取る機能を有しており、前記制御
部は、前記洗浄消毒槽に前記被洗浄消毒物のみが収容され、前記識別情報読み取り部が、
前記被洗浄消毒物から前記被洗浄消毒物の前記識別情報を読み取った際、前記切り換え工
程において、前記プログラムが手動設定できるよう、前記プログラムを切り換える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、被洗浄消毒物毎に、被洗浄消毒物に適した洗浄消毒プログラムを実行
することができる構成を具備する洗浄消毒装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。  
　図１は、本実施の形態を示す洗浄消毒装置を洗浄消毒槽に内視鏡が収容されている状態
で示す斜視図、図２は、図１の洗浄消毒装置の装置本体の洗浄消毒槽に、数種類の被洗浄
消毒物が収容自在な状態を概略的に示す図である。
【００１５】
　図１に示すように、洗浄消毒装置１は、装置本体２と、この装置本体２の上面に開閉自
在なことにより、装置本体２が具備する洗浄消毒槽６の被洗浄消毒物の収容口６ｓを開閉
自在な蓋体であるトップカバー３とにより主要部が構成されている。
【００１６】
　装置本体２の外表面には、スタート指示、ストップ指示、各種工程表示、経過時間表示
、洗浄消毒工程の手動設定、ユーザＩＤの設定等の各種操作を行える操作パネル４が配設
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されている。尚、操作パネル４は、トップカバー３に設けられていても構わない。
【００１７】
　また、装置本体２の操作パネル４が設けられた外表面には、操作者によって近づけられ
たＩＤカード２０内のユーザＩＤの情報を受信するアンテナ７が設けられている。尚、ア
ンテナ７も、装置本体２の他の外表面の部位に設けられていても構わないし、トップカバ
ー３に設けられていても構わない。
【００１８】
　装置本体２の上部に、水道栓から延出されたホースが接続される図示しない給水口が設
けられている。このことにより、洗浄消毒槽６には、濯ぎ水として利用される他、洗浄液
及び消毒液を希釈するための水道水が、ホース及び給水口を介して水道栓から供給される
ようになっている。
【００１９】
　装置本体２の上面部には、洗浄消毒槽６が形成されている。洗浄消毒槽６には、数種類
の被洗浄消毒物が収容自在となっている。具体的には、図２に示すように、挿入部１０ｓ
が太径の内視鏡１０ａが収容自在なトレー１１ａや、挿入部１０ｓが細径の内視鏡１０ｂ
が収容自在なトレー１１ｂや、洗浄ブラシ３０が収容自在なトレー１１ｃや、スライディ
ングチューブ（Sliding Tube）４０が収容自在なトレー１１ｄや、マウスピース５０が収
容自在なトレー１１ｅや、スリッパ６０等が収容自在となっている。また、洗浄消毒槽６
には、内視鏡１０ａまたは内視鏡１０ｂがトレー１１ａ、１１ｂを用いなくとも、直接収
容することも可能となっている。
【００２０】
　尚、内視鏡１０ａ、１０ｂは、挿入部１０ｓと操作部１０ｔとを具備している。また、
以下、内視鏡１０ａ、１０ｂの総称を、内視鏡１０として示すとともに、トレー１１ａ～
１１ｅの総称を、トレー１１として示す。
【００２１】
　太径の内視鏡１０ａは、例えば被検者の腸等の下部消化管に被検者の肛門から挿入する
ための内視鏡であり、細径の内視鏡１０ｂは、例えば被検者の胃等の上部消化管に被検者
の口から挿入するための内視鏡である。尚、内視鏡１０ａ、１０ｂの外表面、例えば底面
に、図２に示すように、例えば、ＲＦＩＤから構成された識別タグであるＩＤタグ１２０
が設けられている。
【００２２】
　また、洗浄ブラシ３０は、内視鏡１０が具備する図示しない処置具挿通用管路等を洗浄
するために用いる、後述するブラシカセット内に具備されたもの、または処置具挿通用管
路等を予備洗浄するために用いられるものである。
【００２３】
　スライディングチューブ４０は、例えばゴム素材から形成されており、挿入部１０ｓを
被検者の体内に挿入した際に、内部に具備された空間を、内視鏡１０の挿入部１０ｓの外
周に挿通させることにより、挿入部１０ｓの剛性を向上させて、挿入部１０ｓの挿入性を
向上させるために用いるものである。
【００２４】
　さらに、マウスピース５０は、貫通孔を有するように、例えばプラスチックから形成さ
れており、被検者の口から細径内視鏡１０ａの挿入部１０ｓを挿入する際、被検者の上下
の歯によって噛合されて保持されるとともに、貫通孔を介して挿入部１０ｓが被検者の体
内に挿入されることにより、被検者の歯により、挿入部１０ｓが噛まれてしまうのを防止
するために用いるものである。また、スリッパ６０は、例えば内視鏡１０を用いて検査を
行う際、検査者が検査室において使用するものである。
【００２５】
　トレー１１ａ～１１ｅは、洗浄消毒槽６に対する各被洗浄消毒物の搬入搬出性を高める
ための用いられるものであり、各被洗浄消毒物の種類毎に設けられている。また、トレー
１１ａ～１１ｅは、洗浄消毒槽６に収容された際、各被洗浄消毒物とともに洗浄消毒され



(5) JP 5400291 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

るようになっている。
【００２６】
　尚、トレー１１ａ～１１ｅの外表面、例えば底面に、図２に示すように、例えば、ＲＦ
ＩＤから構成された識別タグであるＩＤタグ１２ａ～１２ｅがそれぞれ設けられている。
尚、ＩＤタグは、トレー１１ｃ～１１ｅに収容された洗浄ブラシ３０、スライディングチ
ューブ４０、マウスピース５０に設けられていても構わない。
【００２７】
　また、図１に示すように、洗浄消毒槽６に、該洗浄消毒槽６内に、洗浄液、消毒液、濯
ぎ水等の液体を供給する用の供給ノズル９が設けられている。供給ノズル９から、洗浄消
毒槽６内に、水流を伴った液体が供給されることにより、洗浄消毒槽６内に収容された被
洗浄消毒物の外表面は洗浄消毒される。
【００２８】
　さらに、洗浄消毒槽６に、該洗浄消毒槽６に収容された内視鏡１０の内部に具備された
図示しない処置具挿通用管路等の内視鏡管路内を洗浄消毒するため、上述した液体を、内
視鏡管路内に供給する図示しない液体供給部材や、処置具挿通用管路内を擦り洗いするた
め、処置具挿通用管路内に洗浄ブラシ３０を自動的に挿抜する図示しないブラシカセット
等が設けられている。
【００２９】
　また、図１に示すように、装置本体２において、洗浄消毒槽６の底部近傍に、識別情報
読み取り部であるアンテナ５が設けられている。アンテナ５は、洗浄消毒槽６に被洗浄消
毒物が収容された際、図２に示すように、内視鏡１０に設けられたＩＤタグ１２０、また
はトレー１１ａ～１１ｅ毎に設けられたＩＤタグ１２ａ～１２ｅから、被洗浄消毒物固有
の識別情報を読み取るものである。
【００３０】
　さらに、装置本体２において、洗浄消毒槽６の底部近傍に、図示しない超音波振動子が
設けられている。超音波振動子は、洗浄消毒槽６に貯留される洗浄水または水道水に振動
を与えて、被洗浄消毒物の外表面を、超音波洗浄するまたは濯ぐものである。
【００３１】
　さらに、装置本体２内に、洗浄消毒槽６へ液体等を循環させる、電磁弁、逆止弁等が介
装された管路網、ポンプ、及びコンプレッサ（いずれも図示されず）等が配設されている
。
【００３２】
　また、装置本体２内には、上述した電磁弁、ポンプ、コンプレッサ等の電気部品を各種
工程のプログラミングに従って駆動停止させるとともに、上述した超音波振動子を駆動す
る制御部１００も配設されている。尚、液体は、装置本体２に配設された図示しない各種
タンク内に貯留されている。
【００３３】
　また、制御部１００は、アンテナ５が読み取った洗浄消毒槽６に収容された被洗浄消毒
物の識別情報に応じて、被洗浄消毒物毎に、洗浄消毒工程のプログラムを自動的に切り換
えて洗浄消毒工程を実行する制御を行う。
【００３４】
　具体的には、制御部１００は、被洗浄消毒物が内視鏡か、該内視鏡以外の物かにより、
洗浄消毒工程のプログラムを切り換えて、洗浄消毒工程を実行する。
【００３５】
　より具体的には、制御部１００は、プログラムの切り換えにおいて、上述した超音波振
動子を用いた超音波洗浄の実施の有無または超音波洗浄時間の設定と、内視鏡１０が具備
する内視鏡管路内の洗浄の実施有無または内視鏡管路内への流体の供給量の設定と、消毒
時間の設定と、濯ぎ時間の設定とを行う。
【００３６】
　また、制御部１００は、トレー１１を介さずに、直接、被洗浄消毒物から、アンテナ５
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がＩＤタグを読み取った際、洗浄消毒工程のプログラムを、操作者が操作パネル４から手
動設定できるよう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。尚、その他の洗浄消毒装置
１の構成は、周知であるため、その説明は省略する。
【００３７】
　次に、このように構成された本実施の形態の作用について、上述した図１、図２及び図
３、図４を用いて説明する。図３は、図１の洗浄消毒槽に被洗浄消毒物が収容された後に
おける制御部の洗浄消毒工程のプログラムの切り換え方法を示すフローチャート、図４は
、図２のトレー及び被洗浄消毒物毎に行う洗浄消毒工程の各プログラムを示す図表である
。
【００３８】
　尚、以下に示す作用は、洗浄消毒槽６に被洗浄消毒物が収容された後、制御部１００が
、自動的に、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える作用について説明する。よって、そ
の他の洗浄消毒装置１の作用は周知であるため、その説明は省略する。
【００３９】
　先ず、被洗浄消毒物を、洗浄消毒装置１を用いて洗浄消毒する際は、被洗浄消毒物を洗
浄消毒槽６にそのまま収容するか、被洗浄消毒物を該被洗浄消毒物に適応したトレー１１
に収容した後、トレー１１を洗浄消毒槽６に収容する。
【００４０】
　その後、装置本体２に対し、トップカバー３が閉成され、操作パネル４（図１参照）か
ら操作者によって、スタートボタンがオンされると、先ず、制御部１００は、図３のステ
ップＳ１に示すように、アンテナ５（図１参照）を介して、被洗浄消毒物またはトレー１
１の各ＩＤタグを読み取り、被洗浄消毒物固有の識別情報を認識してステップＳ２に移行
する。
【００４１】
　次いで、ステップＳ２において、制御部１００は、ＩＤタグの読み取りに成功したか否
かを判定する。ＩＤタグの読み取りに失敗した場合は、制御部１００は、洗浄消毒槽６に
は、図２に示すように、ＩＤタグを有さないスリッパ６０が収容された、または何も収容
されていない、さらには、洗浄消毒槽６に被洗浄消毒物の何かは収容されたものの、ＩＤ
タグの読み取りに失敗したことのいずれかと判定して警告をした後、ステップＳ１５に移
行し、操作者が、操作パネル４から手動で洗浄消毒工程のプログラムの設定ができるよう
に、洗浄消毒工程のプログラムを、プログラムＦに切り換える。その後、例えば被洗浄消
毒物がスリッパ６０の場合には、洗浄工程は不要なため、消毒工程のみを行うよう、操作
者は、プログラムを設定する。
【００４２】
　ステップＳ２において、制御部１００がＩＤタグの読み取りに成功した場合は、ステッ
プＳ３に移行し、ＩＤタグを、トレー１１から読み取ったか否かを判定する。即ち、洗浄
消毒槽６に、トレー１１を介して被洗浄消毒物が収容されているか、または被洗浄消毒物
が直接収容されているかを判定する。
【００４３】
　制御部１００がＩＤタグを、被洗浄消毒物を直接読み取った場合、具体的には、図２に
示すように、例えば内視鏡１０のＩＤタグ１２０から直接読み取った場合、ステップＳ１
５に移行し、制御部１００は、トレー１１無しの警告をした後、操作者が、操作パネル４
から手動で洗浄消毒工程のプログラムの設定ができるように、洗浄消毒工程のプログラム
を、プログラムＦに切り換える。
【００４４】
　制御部１００がＩＤタグを、トレー１１から読み取った場合は、ステップＳ４に移行し
、トレー１１に収容された被洗浄消毒物が何であるかを判定する。具体的には、続くステ
ップＳ５において、先ず、トレー１１に収容された被洗浄消毒物が、内視鏡１０であるか
否かを判定する。
【００４５】
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　トレー１１に収容された被洗浄消毒物が、内視鏡１０であると判定した場合には、即ち
、ＩＤタグ１２ａ、１２ｂのいずれかを読み取ったと判定した場合には、ステップＳ６に
移行し、制御部１００は、トレー１１に収容された内視鏡１０が内部に具備する内視鏡管
路の径が太いか細いかを判定する。即ち、太径内視鏡１０ａであるか、細径内視鏡１０ｂ
であるかを、ＩＤタグ１２ａ、１２ｂのどちらを読み取ったかで判定する。
【００４６】
　ＩＤタグ１２ａを読み取った場合、制御部１００は、洗浄消毒槽６に収容されているの
は、太径内視鏡１０ａが収容されたトレー１１ａであると判定し、ステップＳ１０に移行
して、図４に示すように、太径内視鏡１０ａ用のプログラムＡを実行するよう、洗浄消毒
工程のプログラムを切り換える。
【００４７】
　具体的には、制御部１００は、上述した超音波振動子を用いた超音波洗浄を、例えば３
０秒行い、管路内洗浄工程を、細径内視鏡１０ｂよりも流量を多くして行うとともに、消
毒液を用いた消毒工程を行い、濯ぎ水を用いた濯ぎ工程を行うプログラムＡを実行するよ
う、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。尚、この際、制御部は、管路内洗浄、消毒
工程、濯ぎ工程の時間設定も行う。また、超音波洗浄の実施時間は、３０秒に限定されな
い。その後、制御部１００は、プログラムＡを実行して、洗浄消毒工程を行う。
【００４８】
　また、ＩＤタグ１２ｂを読み取った場合、制御部１００は、洗浄消毒槽６に収容されて
いるのは、細径内視鏡１０ｂが収容されたトレー１１ｂであると判定し、ステップＳ１１
に移行して、図４に示すように、細径内視鏡１０ｂ用のプログラムＢを実行するよう、洗
浄消毒工程のプログラムを切り換える。
【００４９】
　具体的には、制御部１００は、上述した超音波振動子を用いた超音波洗浄を、例えば３
０秒行い、管路内洗浄工程を、太径内視鏡１０ａよりも流量を少なくして行うとともに、
消毒液を用いた消毒工程を行い、濯ぎ水を用いた濯ぎ工程を行うプログラムＢを実行する
よう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。尚、この際、制御部は、管路内洗浄、消
毒工程、濯ぎ工程の時間設定も行う。また、超音波洗浄の実施時間は、３０秒に限定され
ない。その後、制御部１００は、プログラムＢを実行して、洗浄消毒工程を行う。
【００５０】
　ステップＳ５に戻って、トレー１１に収容された被洗浄消毒物が、内視鏡１０以外であ
ると判定した場合には、ステップＳ７に移行し、被洗浄消毒物が、洗浄ブラシ３０である
か否かを判定する。
【００５１】
　被洗浄消毒物が洗浄ブラシ３０である場合、即ち、ＩＤタグ１２ｃを読み取った場合、
制御部１００は、洗浄消毒槽６に収容されているのは、洗浄ブラシ３０が収容されたトレ
ー１１ｃであると判定し、ステップＳ１２に移行して、図４に示すように、洗浄ブラシ３
０用のプログラムＣを実行するよう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。
【００５２】
　具体的には、制御部１００は、上述した超音波振動子を用いた超音波洗浄を、洗浄ブラ
シ３０は使用後、汚れが溜まりやすいため、内視鏡１０の洗浄時間よりも長く、例えば６
０秒行うとともに、消毒液を用いた消毒工程を行い、濯ぎ水を用いた濯ぎ工程を行うプロ
グラムＣを実行するよう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。尚、この際、制御部
は、消毒工程、濯ぎ工程の時間設定も行う。また、超音波洗浄の実施時間は、内視鏡の超
音波洗浄時間よりも長ければ、６０秒に限定されない。その後、制御部１００は、プログ
ラムＣを実行して、洗浄消毒工程を行う。
【００５３】
　被洗浄消毒物が洗浄ブラシ３０でない場合、ステップＳ８に移行し、被洗浄消毒物が、
スライディングチューブ４０であるか否かを判定する。
【００５４】
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　被洗浄消毒物がスライディングチューブ４０である場合、即ち、ＩＤタグ１２ｄを読み
取った場合、制御部１００は、洗浄消毒槽６に収容されているのは、スライディングチュ
ーブ４０が収容されたトレー１１ｄであると判定し、ステップＳ１３に移行して、図４に
示すように、スライディングチューブ４０用のプログラムＤを実行するよう、洗浄消毒工
程のプログラムを切り換える。
【００５５】
　具体的には、制御部１００は、消毒液を用いた消毒工程と、濯ぎ水を用いた濯ぎ工程と
を行うプログラムＤを実行するよう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。尚、この
際、制御部は、消毒工程、濯ぎ工程の時間設定も行う。また、スライディングチューブ４
０は、ゴム素材から形成されているため、超音波振動子を用いた超音波洗浄は不要となる
。その後、制御部１００は、プログラムＤを実行して、洗浄消毒工程を行う。
【００５６】
　被洗浄消毒物がスライディングチューブ４０でない場合、ステップＳ９に移行し、被洗
浄消毒物が、マウスピース５０であるか否かを判定する。
【００５７】
　被洗浄消毒物がマウスピース５０である場合、即ち、ＩＤタグ１２ｅを読み取った場合
、制御部１００は、洗浄消毒槽６に収容されているのは、マウスピース５０が収容された
トレー１１ｅであると判定し、ステップＳ１４に移行して、図４に示すように、マウスピ
ース５０用のプログラムＥを実行するよう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。
【００５８】
　具体的には、制御部１００は、上述した超音波振動子を用いた超音波洗浄を、マウスピ
ース５０は簡易構造のため、内視鏡１０よりも洗浄時間の短い、例えば１５秒行うととも
に、消毒液を用いた消毒工程を行い、濯ぎ水を用いた濯ぎ工程を行うプログラムＥを実行
するよう、洗浄消毒工程のプログラムを切り換える。尚、この際、制御部は、消毒工程、
濯ぎ工程の時間設定も行う。また、超音波洗浄の実施時間は、内視鏡の超音波洗浄時間よ
りも短ければ１５秒に限定されない。さらに、マウスピース５０の洗浄は、操作者による
予備洗浄でも良いため、予備洗浄を行う場合は、超音波洗浄は行わなくても構わない。そ
の後、制御部１００は、プログラムＥを実行して、洗浄消毒工程を行う。
【００５９】
　被洗浄消毒物がマウスピース５０でない場合、即ち、内視鏡１０、洗浄ブラシ３０、ス
ライディングチューブ４０、マウスピース５０のいずれでもない場合、ステップＳ１５に
移行し、制御部１００は、操作者が、操作パネル４から手動で洗浄消毒工程のプログラム
の設定ができるように、洗浄消毒工程のプログラムを、プログラムＦに切り換える。
【００６０】
　このように、本実施の形態においては、制御部１００は、アンテナ５が読み取った洗浄
消毒槽６に収容されたトレー１１または被洗浄消毒物の識別情報に応じて、被洗浄消毒物
毎に、洗浄消毒工程のプログラムを自動的に切り換えて洗浄消毒工程を実行する制御を行
うと示した。
【００６１】
　このことによれば、操作者は、洗浄消毒槽６にトレー１１を介して被洗浄消毒物を収容
するのみで、または直接被洗浄消毒物を収容するのみで、制御部１００が自動的に被洗浄
消毒物を判別して、被洗浄消毒物に応じた洗浄消毒工程のプログラムを実行することによ
り、被洗浄消毒物毎に、被洗浄消毒物に適した洗浄消毒プログラムを実行することができ
る構成を具備する洗浄消毒装置１を提供することができる。
【００６２】
　尚、以下、変形例を示す。本実施の形態においては、被洗浄消毒物は、太径内視鏡１０
ａ、細径内視鏡１０ｂ、洗浄ブラシ３０、スライディングチューブ４０、マウスピース５
０、スリッパ６０を例に挙げて示したが、これに限らず、洗浄消毒装置１で洗浄消毒でき
るものであれば、他のものであっても良いことは勿論である。
【００６３】
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　また、本実施の形態においては、アンテナ５を介して制御部１００が、被洗浄消毒物の
種類毎に設けられたトレー１１のＩＤタグを読み取り、トレー１１に収容されている被洗
浄消毒物を判定して、洗浄消毒工程のプログラムを自動的に切り換えて洗浄消毒工程を実
行すると示した。また、被洗浄消毒物からＩＤタグを直接読み取った場合は、操作者が手
動で洗浄消毒工程のプログラムを設定できるプログラムＦに切り換えると示した。
【００６４】
　これに限らず、トレー１１を用いない場合において、被洗浄消毒物からＩＤタグを直接
読み取った際、読み取った識別情報から、洗浄消毒槽６内の被洗浄消毒物を判定し、洗浄
消毒工程のプログラムを自動的に切り換えて洗浄消毒工程を実行しても構わない。
【００６５】
　また、本実施の形態においては、説明を簡略化するため、内視鏡１０を、太径内視鏡１
０ａと細径内視鏡１０ｂとの２種類のみを例に挙げて示したが、実際は、使用目的に応じ
て、内視鏡１０の種類毎に内視鏡挿入部の径、即ち内視鏡管路の径は異なることから、こ
の場合、制御部１００は、アンテナ５を介して、内視鏡１０毎に設けたＩＤタグを読み取
ることにより、内視鏡管路の径毎に、異なるプログラムを実行すれば、上述した本実施の
形態と同様の効果を得ることができる。
【００６６】
　さらに、本実施の形態においては、ＩＤタグは、ＲＦＩＤを例に挙げて示したが、これ
に限らず、被洗浄消毒物の識別情報を読み取れるものであれば、何でも良いことは勿論で
ある。
【００６７】
　また、本発明は以上述べた実施形態のみに限定されるものでなく、発明の要旨を脱しな
い範囲で種々変形可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本実施の形態を示す洗浄消毒装置を洗浄消毒槽に内視鏡が収容されている状態で
示す斜視図。
【図２】図１の洗浄消毒装置の装置本体の洗浄消毒槽に、数種類の被洗浄消毒物が収容自
在な状態を概略的に示す図。
【図３】図１の洗浄消毒槽に被洗浄消毒物が収容された後における制御部の洗浄消毒工程
のプログラムの切り換え方法を示すフローチャート。
【図４】図２のトレー及び被洗浄消毒物毎に行う洗浄消毒工程の各プログラムを示す図表
。
【符号の説明】
【００６９】
　１…洗浄消毒装置
　２…装置本体
　５…アンテナ（識別情報読み取り部）
　６…洗浄消毒槽
　１０ａ…太径内視鏡（被洗浄消毒物）
　１０ｂ…細径内視鏡（被洗浄消毒物）
　１１ａ～１１ｅ…トレー
　１２ａ～１２ｅ…ＩＤタグ（識別タグ）
　３０…洗浄ブラシ（被洗浄消毒物）
　４０…スライディングチューブ（被洗浄消毒物）
　５０…マウスピース（被洗浄消毒物）
　６０…スリッパ（被洗浄消毒物）
　１００…制御部
　１２０…ＩＤタグ（識別タグ）
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摘要(译)

甲每清洁和消毒的产品，以提供洗涤和具有消毒装置，其能够执行清洁的结构和消毒适于清洁程序和它们的消毒。 提供了每种类型
的清洁和消毒的产品，一个托盘11至11e A到待清洁和消毒的物品被放置，所述ID标签12A〜在托盘提供12E 11至11e，在该装置
主体内设置并且，托盘11A〜11E，其中清洗消毒产品被容纳，清洁桶6中任何物体的待清洁和消毒的物品被放置，被容纳在装置主
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体上设置，清洁桶6个托盘用于读取该清洁的识别信息和从ID标签12A消
毒产品的天线5〜12E提供11至11e，在装置主体中提供，根据清洁和消
毒产品天线5的识别信息读出，每个在洗涤和消毒的产品，其特征在于包
括一个控制单元100用于执行洗涤和通过切换洗涤程序和消毒步骤消毒步
骤。 .The


